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地方独立行政法人市立吹田市民病院職員特殊勤務手当規程 

平成26年４月１日規程第309号 

平成28年３月11日改正 

平成30年11月９日改正 

令和２年２月14日改正 

令和２年６月３日改正 

令和３年３月12日改正 

令和４年３月４日改正 

令和４年３月25日改正 

令和４年11月25日改正 

令和５年２月24日改正 

令和５年３月24日改正 

令和５年４月21日改正 

令和７年３月28日改正 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人市立吹田市民病院職員給与規程第29条の規定に基

づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。 

（特殊勤務手当の種類等） 

第２条 特殊勤務手当の種類、支給基準及び金額は、別表のとおりとする。 

（委任） 

第３条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。 

附 則 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

   附 則（平成28年３月11日） 

 この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

   附 則（平成30年11月９日） 

 この規程は、平成30年12月１日から施行する。 

   附 則（令和２年２月14日） 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年６月３日） 
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 （施行期日等） 

１ この規程は、令和２年６月３日から施行する。 

２ 改正後の地方独立行政法人市立吹田市民病院職員特殊勤務手当規程の規定は令和２

年２月１日から適用する。 

   附 則（令和３年３月12日） 

 この規程は、令和３年３月12日から施行する。 

   附 則（令和４年３月４日） 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月25日） 

 （施行期日等） 

 １ この規程は、令和４年３月25日から施行する。 

 ２ 処遇改善加算手当は令和４年２月１日から適用する。 

   附 則（令和４年11月25日） 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年２月24日） 

 この規程は、令和５年３月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月 24日） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

  （暫定再雇用短時間勤務職員の取り扱い） 

２ 暫定再雇用短時間勤務職員に対しては、本規程における定年前再雇用短時間勤務

職員に対する規定を準用する。 

附 則（令和５年４月 21日） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和５年５月８日から施行する。 

   附 則（令和７年３月28日） 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

種類 支給基準 金額 

医療業務特別勤務手当 診療・研究手当（医師に限る。）  

 １ 給料割 月額 診療手当総額を基礎として理事
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長が定める額 

 
２ 均等割 月額 診療手当総額を基礎として理事

長が定める額 

 

 診療手当総額とは、１月につき、

その月における病院収入調定額

に100分の94を乗じて得た額の

100分の３以内に相当する額を

いう。 

 ３ 文書割 １件 1,000円 

 

４ 研究手当（理事長を兼務す

る職員のうち、対応する支給

基準が無い場合は病院長を適

用とする。） 

 

 病院長 月額 70,000円 

 副院長、特任副院長 月額 70,000円 

 診療局長 月額 70,000円 

 主任部長 月額 60,000円 

 部長 月額 60,000円 

 副部長 月額 50,000円 

 医長 月額 50,000円 

 医員 月額 40,000円 

 緊急勤務手当   

 
医師が緊急医療業務に従事し

たとき 

 

 
 

理事長が定める額 

 （削除）  

 （削除）  

 夜間看護等手当  

 

１ 所定の勤務時間による勤務

の一部又は全部が午後10時か

ら翌日の午前５時までの間

 



 

 4 / 6 

 

（以下「深夜」という。）にお

いて行われる看護等の業務に

従事したとき 

 

勤務１回につき （１）その勤務時間が深夜の全

部を含む勤務である場合 

10,000円 

 

 （２）その勤務時間が深夜の一

部を含む勤務である場合 

深夜における勤務時間が４

時間以上である場合にあっ

ては6,400円、２時間以上４

時間未満の場合にあっては

4,300円、２時間未満の場合

にあっては2,900円とする。 

 

２ 一の給与期間内で支給され

る前１（１）の回数に２を乗じ

て得た数に、（２）の回数（勤

務時間が２時間未満の回数は

除く）を加算した数に応じ、次

のとおり支給する。 

 

 ９ 2,000円 

 10 4,000円 

 11 6,000円 

 12 8,000円 

 13 10,000円 

 14 10,500円 

 15 11,000円 

 16 11,500円 

 17 12,000円 

 18 12,500円 

 19 13,000円 
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 20 13,500円 

 21 14,000円 

 22 14,500円 

 

資格手当  

資格を持つ助産師及び看護師

（給料表の職務の等級が１等

級から３等級である職員を除

く） 

 

 月額 5,000円 

（削除）   

災害現場出動手当 重大な災害が発生し、又は発生

するおそれがある場合に出動し

て非常災害対策業務に従事した

とき 

 

  日額 1,040円 

緊急呼出手当 勤務の延長ではなく離院し、指

揮命令下に置かれていないとき

に緊急呼出により出勤し、診療

業務等に従事したとき 

 

  勤務１回につき 3,000円 

処遇改善加算手当 「コロナ克服・新時代開拓のた

めの経済対策」（令和３年11月19

日閣議決定）に基づき実施され

る補助金又は診療報酬による看

護職員等処遇改善の対象となる

間において勤務する職員（医師

を除く） 

 

  月額 理事長が定める額 

備考 地方独立行政法人市立吹田市民病院職員定年前再雇用短時間勤務職員規程に規

定する定年前再雇用短時間勤務職員にこの表を適用する場合における月額で定める特

殊勤務手当の額は、この表の規定にかかわらず、この表に定める特殊勤務手当の額に、地
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方独立行政法人市立吹田市民病院職員の勤務時間等に関する規程第２条第２項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額とする。 


